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許可証の書換えに関する手続きの流れについて

許可証の書換えに伴う届出は、以下に従って届出書を提出してください。

なお、様式及び記入例は以下のページを御参照ください。

○ http://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1564/1624/p021908.html

１ 収集運搬業

・許可証の書換えは、更新許可、変更許可及び許可証の書換えを伴う変更届出時に行

います。許可証の書換えを早期に希望する場合は、以下のフローチャートに従って

届出書を提出してください。

・なお、水銀使用製品産業廃棄物を収集運搬する場合には、破砕することのないよう

な方法により、他のものと混合するおそれのないように他のものと区分して行う必

要があります。（※別添１、２参照）

水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を収集運搬するか。

ＹＥＳ ＮＯ 一部廃止届を提出してください。

水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の積替え保管を行うか。

ＹＥＳ ＮＯ 変更届に以下を添付して提出してください。

・様式第６号の２第１～５面

・容器を使用する場合は運搬容器の写真（様式第６号の２第７面）

処理基準（※別添１，２参照）にあわせて保管場所を見直し、以下を添付の上、

変更届を提出してください。

・様式第６号の２第１～５面、保管計画書、保管場所の平面図、立面図、構造図

・容器等を使用する場合には、運搬容器の写真（様式第６号の２第７面）

（注）

元々該当品目の積替保管の許可を有していない場合は新規（変更）許可が必要にな

ります。

別添４
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２ 中間処分業

・許可証の書換えは更新許可、変更許可及び許可証の書換えを伴う変更届出時に行い

ます。許可証の書換えを早期に希望する場合は、以下のフローチャートに沿って必

要な手続きを行ってください。

・水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取り扱う場合には、平成 29 年

10 月１日から処理基準（※別添１、２参照）が適用されますので、処理基準を満

たす必要があります。

水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の中間処理を行うか。

ＹＥＳ ＮＯ 一部廃止届を提出してください。

処理基準（※別添１、２参照）にあわせて処理施設及び保管場所を見直し、

以下を添付の上、変更届を提出してください。

・様式第七号の１、２、５

・処理施設の平面図、立面図、構造図

・保管計画書、保管場所の平面図、立面図、構造図

３ 最終処分業

・以下のフローチャートに沿って必要な手続きを行ってください。

・水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取り扱う場合、平成 29 年 10

月１日から、処理基準（※別添１、２参照）への適合が必要となりましたので、留

意してください。

水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱うか。

ＹＥＳ ＮＯ 一部廃止届を提出してください。

以下を添付の上、変更届を提出してください。

・様式第七号の１、３、５


